
NO

1

計画通知書の計画変更が生じた場合、変更設計で
生じる作業は、委託監督員の業務であり、また、これ
に伴う手続きの手数料も委託料に含まれていること
になるのでしょうか。

お見込みのとおり。

2
工事工期が変更される場合、監理業務の履行期間も
変更され、契約も更改されるもの（延長 の場合は増
額対象）と見てよいでしょうか。

工事工期が変更される場合、監理業務の履行期間も同様
に変更するものと考えてよいが、その際の契約金額の変更
については、工事工期の変更理由により協議とする。
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